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  株式会社　コグレは、企業標語でも掲げている「プラスワン！もう一つの言葉、もう一つの行動
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(1)　重機の環境配慮運転に努めます。

(2)　節水活動に取り組み、水使用量・排水量の削減に努めます。

(3)　燃料エネルギー等の消費の削減。

(4)　廃棄物の分別・リサイクルに取り組み、廃棄物排出量の削減に努めます。

3.　環境方針の実行にあたり、全従業員に周知し環境保全への意識の向上に努めます。

の３Ｒ活動を実行し地球環境の向上に努めます。

これからも環境に配慮した事業活動を行い下記の基本方針を定めて全社員が一丸となり

自主的、積極的に環境の改善に取り組みます。

≪　基本方針　≫

1.　環境経営システムに取り組み、環境関連の法令、条例等を遵守します。

2.　環境の取り組みとして、下記の活動を実施します。

環　　境　　経　　営　　方　　針

≪　基本理念　≫

もう一つの思いやり、私たちに出来るもう一つ」を社員一人一人が考え行動できる企業であり

昨今における地球・地域の環境保全に一つでも貢献できる企業を目指し続けます。

　また解体工事業、設備工事業において

Reduce（リデュース）発生抑制（減量化）Reuse(リユース）,再利用Rrcycle（リサイクル）再資源化

http://www.kk-kogure.jp/index.html


1．　事業所及び代表者名

　株式会社　コグレ

代表取締役社長　小暮　康之

2．所在地

本　　　社　〒370-0421　群馬県太田市粕川町261-5

太田営業所　〒373-0806　群馬県太田市龍舞町5399

3．環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

代表責任者　　　：　代表取締役社長　　 小暮　康之

環境管理責任者　：　ＥＡ２１事務局     遠藤　太家茂

担当　　　　　　：　ＥＡ２１事務局     松島　三夫

担当　　　　　　：　ＥＡ２１事務局     小暮　晴美

担当　　　　　　：　ＥＡ２１事務局     小暮　楓

TEL　：　0276-52-5571

FAX　：　0276-52-6348

4．対象範囲

株式会社　コグレ 　全組織全活動

5．事業の内容

総合建物解体業及び一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬業、設備工事業

6．事業規模

法人設立年月日　1989年11月８日

資本金　　　　　２千万円
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活動規模 単位

43 45

売上高

受注工事件数

敷地面積 ㎡

389

2021年度 2022年度

2,698 2,698

２．事業活動の規模

人

1,167

413

1,298

従業員数

百万円

件



　7.受託した収集運搬量

２０２２年度（２０２２年１０月～２０２３年９月）
廃棄物等種類 処理量(ｔ）

金属屑 再生利用 55.05
がれき類 再生利用 672.95
木くず 再生利用 463.06

廃プラスチック類
サーマルリサイクル
マテリアルリサイクル

135.34

ガラス・陶磁器屑 再生利用 78.07
ボード 再生利用 30.79
コンガラ 再生利用 942.35
廃油 再生利用 3.60
繊維くず 再生利用 0.29
石綿含有廃棄物 埋立 2.86
汚泥 再生利用 10.00
水銀灯 埋立 0.05
紙くず 再生利用 0.60
燃え殻 埋立 0.44
廃アルカリ 焼却 0.04
蛍光灯 埋立 1.15
安定型混合廃棄物 安定型埋立処分 176.10

2,572.74

特別管理産業廃棄物 感染性廃棄物 埋立 0.04
0.04

一般廃棄物 可燃ごみ 57.87
57.87

 

　8.保有車両・重機

   大型アームロール車 ３台 バックホウ　　　　　　ＰＣ３０ １台
   大型回送車 １台 　　　　　　　　　　　　　　　ＰＣ40　 １台
   ４ｔアームロール車 ６台 　　　　　　　　　　　　　　　ＰＣ７８ １台
   ４ｔユニック車 ２台 　　　　　　　　　　　　　　　ＰＣ130　 １台
   ３ｔユニック車 １台 　　　　　　　　　　　　　　　ＰＣ２００ １台
   ２ｔユニック車 ２台 　　　　　　　　　　　　　　　ＰＣ２１０ １台
   ２ｔユニック車 １台 　　　　　　　　　　　　　　　ＰＣ３５０ １台
   ２ｔトラック １台 　　　　　　　　　　　　　　　ＺＸ７５ ２台
   塵芥車 ４台 　　　　　　　　　　　　　　　ＺＸ１３０ １台
   軽トラック ３台 　　　　　　　　　　　　　　　ＺＸ２１０　 ２台
   ライトバン ３台 　　　　　　　　　　　　　　　ＺＸ２２５ １台
   営業車 １０台 　　　　　　　　　　　　　　　ＺＸ３５０ 4台
  冷蔵冷凍車(軽)    1台 　　　フォークリフト 4台
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収集運搬量合計

収集運搬量合計

産業廃棄物

収集運搬量合計



9．建設業の許可
　　 群馬県知事許可　　　　

　　　 許可番号　　　　　特―28　 第18966号

　　　 許可の有効期限　　令和4年2月24日から令和9年2月23日まで

　　　 建設業の種類　　　土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業
　　　　　　　　　　　　　　　 とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、管工事業
　　　　　　　　　　　　　　　 タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業
　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業
　　　　　　　　　　　　　　　 ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、板金工事業
　　　　　　　　　　　　　　　 内装仕上工事業、熱絶縁工事業、解体工事業
　　　　　　　　　　　　　　　 建具工事業、水道施設工事業

10. 産業廃棄物収集運搬業の許可

　　 群馬県知事許可   許可NO 01000045835

　　　 事業の区分　　　　収集、運搬（積替えなし）
.

　　　 許可の有効期限　　令和4年3月2日から令和9年3月1日まで

　　　 産業廃棄物の種類　①燃え殻、②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ
　　　　　　  　　  　　     　  ⑥廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を含む）
　　　　　　  　　  　　     　  ⑦紙くず、⑧木くず、⑨繊維くず、⑩動植物性残さ
　　　　　　　　　　　 ⑪ゴムくず、⑫金属くず、⑬ガラスくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず
　　　　　　　　   　　 　　　　 ⑭鉱さい、⑮がれき類（石綿含有産業廃棄物を含む）
　　　　　　　　   　　 　　　　 ⑯ばいじん（以上１６種類）

有効期限
　　 埼玉県知事許可   許可NO 1104045835 R4.3.30 R9.2.16
　　 長野県知事許可   許可NO 2009045835 R3.1.10 R8.1.9
　　 栃木県知事許可   許可NO 0900045835 R4.1.29 R9.1.28
　　 茨城県知事許可   許可NO 0801045835 R4.12.5 R9.8.27
　　 千葉県知事許可   許可NO 1200045835 H31.2.15 R5.12.24
　　 新潟県知事許可   許可NO 1509045835 R1.8.5 R6.8.2
　　 福島県知事許可   許可NO 0707045835 R2.9.1 R7.7.26
　　 東京都知事許可   許可NO 1300045835 R3.2.20 R8.2.19
　　 神奈川県知事許可   許可NO 1403045835 R3.8.27 R8.6.1
　　 宮城県知事許可   許可NO 0400045835 R3.9.7 R8.9.6

11,特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可

群馬県知事許可番号　01050045835
事業の区分 (積替え保管を除く)
許可の有効期限　令和2年5月11日～令和7年5月10日
産業廃棄物の種類　①廃油・揮発油類、②廃酸・腐食性、③廃アルカリ・腐食性

　　　　　　④感染性廃棄物、⑤特)廃石綿等(以上5種類)

埼玉県知事許可番号　01154045835
事業の区分　(積替え保管を除く)
許可の有効期限　平成30年10月16日～平成35年9月30日 申請中
産業廃棄物の種類　　①廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類に限る)

②廃酸(PH2.0以下のものに限る)
③廃アルカリ(PH12.5以上のものに限る)
④感染性廃棄物　　　以上4種類

長野県知事許可番号　2059045835 R2.8.30 R7.8.29

12. 一般廃棄物収集運搬業の許可

許可番号 有効期限
太田市　　　　 15 令和5年7月1日～令和7年6月30日
大泉町 第5－4号 令和5年7月4日～令和7年7月3日
桐生市 桐生市第62号 令和4年1月1日～令和5年12月31日
みどり市 許可第33号 令和4年4月1日～令和6年3月31日
伊勢崎市 29 令和4年7月1日～令和6年6月30日
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3．エコアクション２１　推進組織図

最高責任者 【代表取締役】
①環境管理責任者をはじめ、必要な責任者を任命する。該当責任者
　には、現在の責務に関わりなく、兼任で責任と権限を明示する。
②エコアクション21の構築・運用･維持に必要な経営諸資源（人材・
　資金・機器・設備・技術・技能を含む）を準備する。
③環境方針を制定する。
④エコアクション21の構築･運用に関する情報を収集し、環境方針・
　環境目標をはじめシステム全体の見直しを行い、必要に応じ改訂
　を指示する。

環境管理責任者
①エコアクション21に関する経営諸資源の合理的･効果的な運用を
　図り、目的を達成するために環境委員会を運営する。
②エコアクション21の構築と運用を円滑に行い、最高責任者による
　見直しのための情報として、構築･運用に関する情報を最高責任者
　に提供する。

事務局
①事務局として、環境管理責任者を補佐し、エコアクション21に
　関する実務全般を所管する。

職名 役割
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【最高責任者】
代表取締役社長

【環境管理責任者】 【事務局】

解体事業部 設備事業部環境事業部



1．環境目標とその実績

＊購入電力の排出係数は、東京電力調整後排出係数0.443kg-CO2/kWhを使用しています。

＊購入電力の排出係数は、ＬＯＯＯＰ電気調整後排出係数0.489kg-CO2/kWhを使用しています。

〇達成、×未達

2021年度

実績 目標 実績 目標値 目標

　化学物質の使用はありません。

２．主な環境負荷実績

445,043

6,586

428

90%以上
③産廃リサイク

ル率
(%)

― 90%以上 98.6 ○ 90%以上

396

分別及び
リサイク
ルの徹底

現場での
発生材の
分別及び
リサイク
ルの徹底

③水資源投入量（㎥）

0.59

今年目標及び実績値

評価

環境への負荷

437,026

8,559

9.51

分別及び
リサイクル
を行った

2022年実績に
対して1％削減

環境目標

基準値

374 342

0.44

2021年
実績に
対して
1％
削減

2022年度

2022年実績に
対して1％削減

2022年実績に
対して1％削減

現場での発生
材の分別及び
リサイクルの

徹底

○

×

○

４．環境目標とその実績

④従業員一人当
たりの水資源投
入量の削減(㎥)

①売上高100万円
当たりの二酸化
炭素排出量の削

減
(kg-co2)

2021年
実績に
対して
1％

9.2

2023年実績に
対して1％削減

2023年実績に
対して1％削減

②売上高100万円
当たりの一般廃

棄物
排出量の削減

(kg)

2023年実績に
対して1％削減

2023年度 2024年度

2021年
実績に
対して
1％
削減

2022年度

①二酸化炭素排出量（kg-CO2)

②廃棄物排出量(t)　

現場での発生
材の分別及び
リサイクルの

徹底

⑤本業に関する
目標

―

2021年度



1．二酸化炭素排出量の削減

①電気使用量の削減

②化石燃料使用量の削減

2．一般廃棄物排出量の削減

①一般廃棄物リサイクル及び

最終廃棄物の削減

3.産廃リサイクル率

4．水資源投入量の削減

①毎月のメータの確認(漏水防止)

②節水表示(手洗い場・トイレ)

5．本業に関する目標

①現場での発生材の分別及び

リサイクルの徹底

次年度の取組内容

・計画内容

・計画内容

引き続き実施する

引き続き実施する

引き続き実施する

引き続き実施する

・評価

・計画内容

・計画内容

環境活動計画 環境活動計画の取組結果とその評価

５．環境活動計画の取組みと評価

次年度の取組内容

次年度の取組内容

次年度の取組内容

・分別ルールの徹底 ・分別を細分化実施した

・裏紙使用ルールの徹底

・評価
・休憩時の消灯

・スイッチ、エアコンの適正管理

・エコ運転の取り組み推進

・昼食時の消灯を徹底できた。

・電気、空調機の制限の提示した

・制限速度を遵守した

・分別の徹底 ・分別を細分化実施した

・再利用を実施した

・評価

・定期的にメーターを確認 ・メーター確認の実施した

・マニフェストを発行し適
正処理につとめた

・廃材を適正処分場に排出 ・事前調査の実施した

・節水に努める ・節水の徹底した

・評価

①分別を徹底し再資源化に努める

②マニフェストを発行し適正処理

引き続き実施する

次年度の取組内容

・計画内容 ・評価

・分別の徹底

・マニフェストの発行

・分別を徹底した



1．当社に適用となる主な環境関連法規

2．環境関連法規への違反、訴訟等の有無

環境関連法規遵守状況の確認において、環境関連法規への

違反はありません。

尚、関係当局よりの違反等の指摘は過去3年間ありません。

　

６．環境関連法規制の遵守

法規制等の名称

騒音規制法

振動規制法 特定施設の届出

遵法

遵法

私たちの事業活動は、経営理念として掲げている「Reduce(発生抑制)、Reuse(再利用)、
Recycle(再資源化）」の３Ｒ活動に基づいており、1989年の創業以来、環境問題や企業と
しての社会責任を果たせるように取り組んでまいりました。その目指すところは、近年国
際社会で重視されているＳＤＧｓ(持続可能な開発目標）にもつながっています。
サステナブルな社会実現のため、高付加価値かつ地球環境の保全に貢献できるサービス・
技術の提供、イノベーションや新規事業の創出により社会課題の解決に勤め、経営理念を
具現化するとともに、SDGｓに関しても、優先課題を明確にしたうえで目標達成に貢献し
てまいります。
特に重要な課題としているCO₂排出量の削減ですが、１％削減目標値の達成に努めていま
す。また、一般廃棄物排出量、産業廃棄物のリサイクル率についても同様に目標値を達成
に努めています。2023年度は更なる取組の強化と共に企業価値の向上を高めていくこと
が、ひいては環境への問題解決にもつながっていくことと考えます。
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７．代表者による全体の評価と見直し

委託基準（契約書・許可証）、
マニフェスト交付・保存及び交
付状況報告

遵守状況遵守事項

遵法廃棄物処理法

特定施設の届出


